
き下げられる場合が多く,不可避的に紛争が増加しているo

さ,6に,企業として臥事巣環境や経営環境の急激な変化に対して-従.
前にもまして速やかに適応しなければ企業の存続自体が危ぶまれる場合も

生じてきており,その際にはl紛争なしに労働条件の変更が迅速に行われ

ることが必要となるo

-九労働組合の組織率が低下し1団体交渉等による集団的な労働条件

決定システムの機能が相対的に低下してきていることから,労働条件の決

定.変更に際して労働者の意思が反映される仕組みが不十分となってきて

いる.また.労働者の創造的.-専門的能力を発揮できる自律的な働き方に

対応した労働時間法制の見直し.の必要性も持掃されているo

このような状況の変化に伴い,個々の労働者の権利意識は高まってきて

ぉりl使用者のなす解雇や労働条件o3引下げに対して自らの権利を主張す

る労廟者も増えているDその臥企業組織の中でのみこのような紛争の解

韓を図るのではなく-第三者による公平な判断を求める場合も多く.裁判
所や都道府県労働局等に持ち込まれる個別労働関係紛争ほ増加候向にあるo

イ 労使当事者の自主的な決定と公正かつ透明なル-ルの必要性
上記アのような就業形態の多様化等による労働条件の個別的な決定.変

更の必要性からは,労使当事者が,最低基準に抵触-Lなvl範囲において,

労働契約の内容をその実情に応じて対等な立場で自主的に決定することが

重要となるoその際には-労使当事者の行為規範となる公正かつ琴明なル
-ルを設定する必要がある.このようなル-ルが設定されれば.労使当事

者が,ここれをと基づいてl労働契約を適正.明確な内容で締結することや,

締結された労働契約を契約どおりに適正に運用すること-そして労働契約

の内容を適正に変更していくことが促進される.

企業の現状を最もよく把握している労使当事者が,公正かつ透明なル-

ルに従って対等な交渉にL羊.り自主由に労働条件を決定していくことは-.企

業にとっても,経営環境の変化等に迅速かつ柔軟に対応することができる

という大きな利点があるものである.

また.我が国社会の全体的な流れとしても,事前規制.調整型社会から

事後監視.救済型社会-の転換や,法の支配の原則に従った社会や企業の

運営が求められてきている.このような流れの中で1労働契約にJおいても

労働者と使用者が権利義務の主体として自律的に行動し得るように公正か

っ透明なル-ルの整備が必要となつてt-る.個別労働関係紛争において第

三者による公平な判断を求める場合が増加してVlることも,この流れの-

環とと.らえることができ,公正かつ透明なノL,-ルの設定臥紛争を迅速か

.-D適正に解決するためにも重要な社会的意義を有している.


